
 

 

本原浜岡発第 1 0 7 号 

令和 5 年 3 月 1 3 日 

原 子 力 規 制 委 員 会 殿 

 

住 所 名古屋 市東 区東 新町 1 番地 

申 請 者 名 中 部 電 力 株 式 会 社 

 代表取締役社長 

 社 長 執 行 役 員 

 

浜岡原子力発電所 2 号原子炉 

廃止措置計画変更認可申請書 

 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 43 条の 3 の

34 第 3 項において準用する同法第 12 条の 6 第 3 項の規定に基づき，下記の

とおり浜岡原子力発電所 2 号原子炉の廃止措置計画変更認可の申請をいたし

ます。 

記 

一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

氏名又は名称  中部電力株式会社 

住    所  名古屋市東区東新町 1 番地 

            代表取締役社長 

        社長執行役員   

二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

   名    称  浜岡原子力発電所 

   所  在  地  静岡県御前崎市佐倉 

三 廃止措置の対象となる発電用原子炉の名称 

   名    称  浜岡原子力発電所 2 号原子炉 

林 欣吾 代表者の氏名 

代表者の氏名 林 欣吾 

添付書類 



 

 

四 変更の内容 

平成 21 年 11 月 18 日付け，平成 21・06・01 原第 1 号をもって認可を

受け，別紙 1 のとおり変更認可を受け，別紙 2 のとおり変更を届け出た浜

岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書の記載事項に関し，次

の事項の記述を別紙 3 のとおり変更する。 

 

五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

六 廃止措置期間中に性能を維持すべき施設 

九 核燃料物質による汚染の除去 

十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

十一 廃止措置の工程 

 

五 変更の理由 

（１）原子炉領域の解体撤去工程の変更 

浜岡原子力発電所 2 号原子炉の廃止措置工程見直しに伴い，関連する

記述を変更する。 

（２）原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 

原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の見直しに伴い，関連する記述を

変更する。 

（３）評価条件の更新 

被ばく評価に関する評価条件の見直しに伴い，関連する記述を変更す

る。 

（４）その他，記載の適正化を行う。 

以 上 
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 別紙 1 

廃止措置計画変更認可の経緯 

認可年月日 認可番号 備 考 

平成 23 年 2 月 16 日 平成 22・12・27 原第 1 号  

平成 26 年 2 月 21 日 原管廃発第 1402191 号  

平成 28 年 2 月 3 日 原規規発第 16020318 号  

平成 31 年 1 月 28 日 原規規発第 1901287 号  

令和 3 年 3 月 31 日 原規規発第 2103311 号  

令和 4 年 7 月 15 日 原規規発第 2207158 号  

 



 

2 
 

別紙 2 

廃止措置計画の変更届出の経緯 

届出年月日 届出番号 備 考 

平成 24 年 8 月 24 日 本原原発第 27 号  

平成 26 年 11 月 28 日 本原原発第 43 号  

平成 27 年 7 月 17 日 本浜岡発第 104 号  

令和 2 年 4 月 20 日 本浜岡発第 101 号  
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別紙 3 

 

変更の内容 
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五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法  

 

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変

更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 

 

 

  



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

五  廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法  

 

(中略 ) 

 

2 廃止措置の基本方針  

 

(中略 ) 

 

廃止措置を安全・確実に実施するために，保安のために必要な原子

炉施設を廃止措置の進捗に応じて適切に維持管理する。放射性物質を

内包する系統及び機器を収納する建屋及び構築物は，これらの系統及

び機器が撤去されるまでの間，放射性物質の外部への漏えいを防止す

るための障壁及び放射線遮へい体としての機能を維持管理する。施設

内に使用済燃料等を貯蔵している期間中は，使用済燃料等の安全確保

のために必要な未臨界維持，貯蔵，遮へい，冷却浄化等の燃料貯蔵機

能を維持管理する。専ら廃止措置の用に供する装置を導入する場合

は，安全対策を施した設計とする。新たに解体撤去物等の切断，減容

等を行うための設備（以下，「解体撤去物処理設備」という。）又は放

射性廃棄物処理設備を設置し，3 号，4 号又は 5 号炉と共用で使用す

る場合には，必要に応じて原子炉設置変更許可等を受ける。  

 

五  廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法  

 

(中略 ) 

 

2 廃止措置の基本方針  

 

(中略 ) 

 

廃止措置を安全・確実に実施するために，保安のために必要な原子

炉施設を廃止措置の進捗に応じて適切に維持管理する。放射性物質を

内包する系統及び機器を収納する建屋及び構築物は，これらの系統及

び機器が撤去されるまでの間，放射性物質の外部への漏えいを防止す

るための障壁及び放射線遮へい体としての機能を維持管理する。施設

内に使用済燃料等を貯蔵している期間中は，使用済燃料等の安全確保

のために必要な未臨界維持，貯蔵，遮へい，冷却浄化等の燃料貯蔵機

能を維持管理する。専ら廃止措置で使用するために導入する施設又は

設備を導入する場合は，安全対策を施した設計とする。新たに解体撤

去物等の切断，減容等を行うための設備（以下，「解体撤去物処理設

備」という。）又は放射性廃棄物処理設備を設置し，3 号，4 号又は 5

号炉と共用で使用する場合には，必要に応じて原子炉設置変更許可等

を受ける。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（表現の見直し）  

 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

3 廃止措置の全体概要  

 

(中略 ) 

 

第 4 段階においては，残りの汚染された設備，建屋等の解体撤去を

行う。汚染設備の撤去後，建屋に残っている汚染をはつり等の方法で

除去する。換気系及び放射性廃棄物の廃棄施設を汚染拡大防止等を考

慮しながら解体撤去し，汚染状況を確認した上で管理区域を解除す

る。建屋ごとに全ての管理区域を解除した後，解体の対象となる施設

を解体撤去する。建屋等の解体撤去は，工事方法等を廃止措置計画に

反映し変更認可を受けた後に着手する。  

 

3 廃止措置の全体概要  

 

(中略 ) 

 

第 4 段階においては，残りの汚染された設備，建屋等の解体撤去を

行う。汚染設備の撤去後，建屋に残っている汚染をはつり等の方法で

除去する。換気系及び放射性廃棄物の廃棄施設は，汚染拡大防止等を

考慮しながら解体撤去し，汚染状況を確認した上で管理区域を解除す

る。建屋ごとに全ての管理区域を解除した後，解体の対象となる施設

を解体撤去する。建屋等の解体撤去は，工事方法等を廃止措置計画に

反映し変更認可を受けた後に着手する。  

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（表現の見直し）  

 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（表現の見直し）  

 

・記載の適正化  

（表現の見直し）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（第 2 段階対象設

備の追加 ） 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（表現の見直し） 

 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（表現の見直し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（第 2 段階対象設

備の追加 ） 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

1
0

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（表現の見直し） 

 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

1
1

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更 （熱的

切断対象の拡張 ） 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

1
2

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（第 2 段階対象設

備の追加 ） 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

1
3

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（第 2 段階対象設

備の追加 ） 
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六 廃止措置期間中に性能を維持すべき施設 

 

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変

更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 

  



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文六】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

1
5

 

 

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

2 第 2 段階の性能維持施設に関する内容  

 

(中略 ) 

 

（ 3）放射線管理施設については，関連する設備の供用終了，放射性

気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理完了又は管理区域が解除

されるまでの期間，原子炉施設内外の放射線監視，環境への放射性

物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被

ばく管理のため，放射線監視機能 ,放出管理機能及び性能を維持管

理する。  

 

(中略 ) 

 

廃止措置の進捗に応じて，表 6 に示す性能維持施設を変更する場合

は ,廃止措置計画に反映して変更認可を受ける。  

 

2 第 2 段階の性能維持施設に関する内容  

 

(中略 ) 

 

（ 3）放射線管理施設については，関連する設備の供用終了，放射性

気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理完了又は管理区域が解除

されるまでの期間，原子炉施設内外の放射線監視，環境への放射性

物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被

ばく管理のため，放射線監視機能，放出管理機能及び性能を維持管

理する。  

 

(中略 ) 

 

廃止措置の進捗に応じて，表 6 に示す性能維持施設を変更する場合

は，廃止措置計画に反映して変更認可を受ける。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（記載の統一 ）  

 

 

 

 

・記載の適正化  

（記載の統一 ） 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文六】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

1
6

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設備の解体撤去計

画の変更  

（第 2 段階対象設

備の追加 ） 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文六】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

1
7

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（記載の明確化 ）  

 

 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文六】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

1
8

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（記載の明確化 ）  
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九 核燃料物質による汚染の除去 

 

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変

更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 

 

 

 

 

  



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文九】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

2
0

 

 

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 1 系統除染の計画  

主要な二次的な汚染を除去するため，再循環系，原子炉冷却材

浄化系及び余熱除去系を系統除染の対象とする。  対象とする施

設・  設備は，上記系統の格納容器内の配管，弁等であり，あらか

じめ目標値を定め，第 1 段階中に実施する。  

なお，  2 号炉の再循環系の一部は，  すでに実施済みである。  

系統除染に係る安全確保対策として，放射性物質の施設内外へ

の漏えい及び拡散防止対策，被ばく低減対策，事故防止対策を講

じることを基本とし，これらは「五  4 安全確保対策」，「五  5 

解体撤去物等の取り扱い」に準じて行う。  

使用する装置は，放射性物質の漏えい防止機能及び遮へい機能

を考慮する。除染液等の化学薬品類を使用する場合は，関係法令

及び関係告示を遵守し，火災の発生及び人体への影響を防止する

対策を講じる。また，系統外への漏洩防止対策を講じる。  

 

2． 1 系統除染の計画  

主要な二次的な汚染を除去するため，再循環系，原子炉冷却材

浄化系及び余熱除去系を系統除染の対象とする。対象とする施

設・設備は，上記系統の格納容器内の配管，弁等であり，あらか

じめ目標値を定め，第 1 段階中に実施する。  

なお， 2 号炉の再循環系の一部は，すでに実施済みである。  

系統除染に係る安全確保対策として，放射性物質の施設内外へ

の漏えい及び拡散防止対策，被ばく低減対策，事故防止対策を講

じることを基本とし，これらは「五  4 安全確保対策」，「五  5 

解体撤去物等の取り扱い」に準じて行う。  

使用する装置は，放射性物質の漏えい防止機能及び遮へい機能

を考慮する。除染液等の化学薬品類を使用する場合は，関係法令

及び関係告示を遵守し，火災の発生及び人体への影響を防止する

対策を講じる。また，系統外への漏えい防止対策を講じる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（記載の統一 ） 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文九】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

2
1

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（表現の統一 ）  

 

・記載の適正化  

（表現の統一 ）  
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十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

 

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変

更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 

 

 

 

  



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

2
3

 

 

 

 

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

1． 1． 2 廃止措置中の放射性気体廃棄物の種類及び数量  

 

(中略 ) 

 

（ 2）第 2 段階中  

第 2 段階中に廃止措置対象施設から発生する放射性気体廃棄

物の種類としては，主に解体撤去工事に伴って発生する粒子状

放射性物質がある。   

第 2 段階中，放射性気体廃棄物は，関係法令，関係告示及び

廃止措置の基本方針等に基づき，原子炉運転中における取り扱

い方法に準じ適切に処理を行い管理放出する。  

 

原子炉領域を除く供用を終了した設備の解体撤去工事，原

子炉領域解体準備工事，解体撤去物等搬出準備工事等に伴う

放射性気体廃棄物の推定放出量は約 2.5×108Bq である。  

 

1． 1． 2 廃止措置中の放射性気体廃棄物の種類及び数量  

 

(中略 ) 

 

（ 2）第 2 段階中  

第 2 段階中に廃止措置対象施設から発生する放射性気体廃棄

物の種類としては，主に解体撤去工事に伴って発生する粒子状

放射性物質がある。   

第 2 段階中，放射性気体廃棄物は，関係法令，関係告示及び

廃止措置の基本方針等に基づき，原子炉運転中における取り扱

い方法に準じ適切に処理を行い管理放出する。  

原子炉領域を除く供用を終了した設備の解体撤去工事，原子

炉領域解体準備工事，解体撤去物等搬出準備工事等に伴う放射

性気体廃棄物の推定放出量は約 1.5×10 9Bq である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ） 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

2
4

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

1． 2 放射性気体廃棄物の処理及び管理の計画  

 

(中略 ) 

 

（ 2）－ 2 放射性気体廃棄物の放出経路変更工事完了後  

 

(中略 ) 

 

①  換気系からの排気  

原子炉建家，タービン建家等の排気は，高性能粒子フィル

タを経て排気口から大気に放出する。  

 

原子炉領域を除く供用を終了した設備の解体撤去工事，原

子炉領域解体準備工事等に伴う粒子状放射性物質は，原子炉

建家常用換気系，タービン建家換気系等の高性能粒子フィル

タを経て，排気口から大気に放出する。必要に応じて汚染拡

大防止囲い，局所フィルタ，局所排風機を設置する等により，

汚染拡散防止を図る。  

放射性気体廃棄物の放出にあたっては，放射性気体廃棄物

による周辺公衆への影響が，「原子炉設置許可申請書」に記載

の値（ 1 号及び 2 号炉の放射性気体廃棄物による寄与分約 12

μ Sv/y）を下回るよう管理することを基本方針とし，排気口

において放射性物質濃度を測定監視し，「線量告示」に定める

周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないように

するとともに，放出管理目標値を設定しこれを超えないよう

に努める。  

放出管理目標値は，粒子状放射性物質の環境への放出量の

変動を考慮し， 1 号及び 2 号炉合計 3.7×108Bq／ y（Co-60）

と設定する。  

放射性気体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を「保

安規定」に定めて管理する。  

 

 

1． 2 放射性気体廃棄物の処理及び管理の計画  

 

(中略 ) 

 

（ 2）－ 2 放射性気体廃棄物の放出経路変更工事完了後  

 

(中略 ) 

 

①  換気系からの排気  

原子炉建家，タービン建家等の排気は，高性能粒子フィル

タを経て排気口から大気に放出する。  

 

原子炉領域を除く供用を終了した設備の解体撤去工事，原

子炉領域解体準備工事等に伴う粒子状放射性物質は，原子炉

建家常用換気系，タービン建家換気系等の高性能粒子フィル

タを経て，排気口から大気に放出する。必要に応じて汚染拡

大防止囲い，局所フィルタ，局所排風機を設置する等により，

汚染拡散防止を図る。  

放射性気体廃棄物の放出にあたっては，放射性気体廃棄物

による周辺公衆への影響が，「原子炉設置許可申請書」に記載

の値（ 1 号及び 2 号炉の放射性気体廃棄物による寄与分約 12

μ Sv/y）を下回るよう管理することを基本方針とし，排気口

において放射性物質濃度を測定監視し，「線量告示」に定める

周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないように

するとともに，放出管理目標値を設定しこれを超えないよう

に努める。  

放出管理目標値は，粒子状放射性物質の環境への放出量の

変動を考慮し， 1 号及び 2 号炉合計 5.0×108Bq／ y（Co-60）

と設定する。  

放射性気体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を「保

安規定」に定めて管理する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ） 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

2
5

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

3． 2 放射性固体廃棄物の処理及び管理の計画  

 

(中略 ) 

 

（ 2）第 2 段階中  

第 2 段階中，放射性固体廃棄物は「六  廃止措置期間中に性能

を維持すべき施設」及び「添付書類六  性能維持施設及びその性

能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書」に示す設備

の機能を維持し，廃棄物の種類・性状等に応じて「原子炉設置許

可申請書」に記載の方法に準じ，以下の「①～⑩」のとおり適切

に処理及び管理を行う（ 3 号， 4 号又は 5 号炉との共用施設での

処理及び管理を含む）。 2 号炉の放射性固体廃棄物の処理フロー

を図 10－ 5 及び図 10－ 6 に示す。放射性廃棄物処理設備を設置

し， 3 号， 4 号又は 5 号炉と共用で使用する場合には，必要に応

じて原子炉設置変更許可等を受ける。  

第 2 段階中に発生する放射性固体廃棄物のうち，解体工事及び

汚染の除去工事により発生する不燃性雑固体廃棄物は，分別，除

染により可能な限り放射性廃棄物として扱う必要のないものと

するか，汚染の分離により可能な限り放射性廃棄物でないものと

する。分別，除染により放射性廃棄物として扱う必要のないもの

とすることが困難な不燃性雑固体廃棄物及び汚染の分離により

放射性廃棄物でないものとすることが困難な不燃性雑固体廃棄

物は，タービン建家内及び原子炉建家内に設ける保管区域に貯蔵

保管するか，又は固体廃棄物貯蔵庫等の既存の設備内に貯蔵保管

する。保管区域は，構造物による遮へいがある区域に設定する。

保管区域の設定予定区域を図 10－ 7(1)～ (7)に示す。設定予定区

域の容量は 1 号炉約 28,200ｍ 3， 2 号炉約 45,900ｍ 3 とする。  

 

3． 2 放射性固体廃棄物の処理及び管理の計画  

 

(中略 ) 

 

（ 2）第 2 段階中  

第 2 段階中，放射性固体廃棄物は「六  廃止措置期間中に性能

を維持すべき施設」及び「添付書類六  性能維持施設及びその性

能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書」に示す設備

の機能を維持し，廃棄物の種類・性状等に応じて「原子炉設置許

可申請書」に記載の方法に準じ，以下の「①～⑩」のとおり適切

に処理及び管理を行う（ 3 号， 4 号又は 5 号炉との共用施設での

処理及び管理を含む）。 2 号炉の放射性固体廃棄物の処理フロー

を図 10－ 5 及び図 10－ 6 に示す。放射性廃棄物処理設備を設置

し， 3 号， 4 号又は 5 号炉と共用で使用する場合には，必要に応

じて原子炉設置変更許可等を受ける。  

第 2 段階中に発生する放射性固体廃棄物のうち，解体工事及び

汚染の除去工事により発生する不燃性雑固体廃棄物は，分別，除

染により可能な限り放射性廃棄物として扱う必要のないものと

するか，汚染の分離により可能な限り放射性廃棄物でないものと

する。分別，除染により放射性廃棄物として扱う必要のないもの

とすることが困難な不燃性雑固体廃棄物及び汚染の分離により

放射性廃棄物でないものとすることが困難な不燃性雑固体廃棄

物は，タービン建家内及び原子炉建家内に設ける保管区域に貯蔵

保管するか，又は固体廃棄物貯蔵庫等の既存の設備内に貯蔵保管

する。保管区域は，構造物による遮へいがある区域に設定する。

保管区域の設定予定区域を図 10－ 7(1)～ (12)に示す。設定予定区

域の容量は 1 号炉約 73,000ｍ 3， 2 号炉約 95,500ｍ 3 とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ） 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

2
6

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（第 2 段階対象設

備および工事方法

等の追加 ） 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

2
7

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ）  

・記載の適正化  

（記載の明確化 ）  

 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

2
8

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ） 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

2
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変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ） 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

3
0

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ）  

・記載の適正化  

（記載の明確化 ）  

 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

3
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変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ）  

・記載の適正化  

（記載の明確化 ）  

 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

3
2

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ）  

・記載の適正化  

（記載の明確化 ）  

 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

3
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変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ）  

・記載の適正化  

（記載の明確化 ）  

 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

3
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変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ） 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

3
5

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ） 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ）  

・記載の適正化  

（記載の明確化 ）  

 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

3
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変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ）  

・記載の適正化  

（記載の明確化 ）  

 



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予定区域の追加 ）  

・記載の適正化  

（記載の明確化 ）  
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十一 廃止措置の工程 

 

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変

更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 
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注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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0

 

 

 

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（時 期 の変 更に伴

う削除 ）  

 

・ 原 子 炉 領 域 の解

体 撤 去 工 程 の変

更  
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添 付 資 料 
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 今回の変更申請に係る浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申

請書の添付資料は以下のとおりである。 

 

添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書  

添付書類四 廃止措置中の過失，機械又は装置の故障，地震，火災等があつ

た場合に発生すると想定される事故の種類，程度，影響等に

関する説明書 

添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 

添付書類七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関す

る説明書 
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添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書  

 

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変

更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 

 

  



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 2． 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく  

（ 1）放射性気体廃棄物の推定放出量  

①  評価前提  

a．評価対象設備  

第 2 段階対象設備を対象とする。  

 

b．発生源  

第 1 段階中に 1 号及び 2 号炉から全ての燃料の搬出を完了

していることから，解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射

性物質とする。  

 

(中略 ) 

 

②  推定放出量  

汚染設備の解体撤去工事に伴う粒子状放射性物質の放出量

は，解体対象物切断部分の存在量に，切断作業に伴う粒子状放

射性物質の気中移行割合を乗じ，建屋排気フィルタ等の捕集効

率及び仮設の汚染拡大防止囲いからの漏えい割合を考慮して

求め，第 2 段階対象設備を解体撤去した場合に伴う累積放出量

として求める。また，切断方法は，気中機械的切断として評価

する。  

 

(中略 ) 

 

以上より，解体撤去工事に伴う粒子状放射性物質の環境への

推定放出量は，表 3－ 4 のとおり 2 号炉約 1.5×106  Bq～約

2.5×108  Bq となる。  

 

2． 2． 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく  

（ 1）放射性気体廃棄物の推定放出量  

①  評価前提  

a．評価対象設備  

第 2 段階対象設備を対象とする。  

 

b．発生源  

第 1 段階中に 1 号及び 2 号炉から全ての燃料の搬出を完了

していることから，解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射

性物質（ガス状の放射性物質を含む）とする。  

 

(中略 ) 

 

②  推定放出量  

汚染設備の解体撤去工事に伴う粒子状放射性物質の放出量

は，解体対象物切断部分の存在量に，切断作業に伴う粒子状放

射性物質の気中移行割合を乗じ，建屋排気フィルタ等の捕集効

率及び仮設の汚染拡大防止囲いからの漏えい割合を考慮して

求め，第 2 段階対象設備を解体撤去した場合に伴う累積放出量

として求める。また，切断方法は，気中での機械的または熱的

切断として評価する。  

 

(中略 ) 

 

以上より，解体撤去工事に伴う粒子状放射性物質の環境への

推定放出量は，表 3－ 4 のとおり 2 号炉約 7.9×108  Bq～約

1.5×109  Bq となる。  

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 2． 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく  

 

(中略 ) 

 

2）線量評価  

実効線量は，年間放出量及び「発電用原子炉施設の安全解析に

関する気象指針」に基づく拡散式を用いて評価する。  

第 2 段階に移行後，速やかに放射性気体廃棄物の放出経路変更

工事を実施し，1 号及び 2 号炉の主排気ダクトに各々排気口を設

けるため放出位置は別となるが，両者の排気口を近接した位置と

することから，1 号及び 2 号炉の放出点は同一位置として取り扱

う。排気口の高さは，1 号炉地上約 20m，2 号炉地上約 23m であ

るが，保守的に地上放出として評価する。  

気象データは，「原子炉設置許可申請書  添付書類六」に従い観

測した敷地内における気象観測値（ 2009 年 4 月から 2010 年 3 月

までの 1 年間の地上 10m の気象データ）を使用した。評価に使

用した気象データは近年の気象データ（ 2003 年～ 2008 年及び

2010 年～ 2013 年の 10 年間）による異常年検定を行い，異常が

ないことを確認した。  

 

2． 2． 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく  

 

(中略 ) 

 

（ 2）線量評価  

実効線量は，年間放出量及び「発電用原子炉施設の安全解析に

関する気象指針」に基づく拡散式を用いて評価する。  

第 2 段階に移行後，速やかに放射性気体廃棄物の放出経路変更

工事を実施し，1 号及び 2 号炉の主排気ダクトに各々排気口を設

けるため放出位置は別となるが，両者の排気口を近接した位置と

することから，1 号及び 2 号炉の放出点は同一位置として取り扱

う。排気口の高さは，1 号炉地上約 20m，2 号炉地上約 23m であ

るが，保守的に地上放出として評価する。  

気象データは，「原子炉設置許可申請書  添付書類六」に従い観

測した敷地内における気象観測値（ 2009 年 4 月から 2010 年 3 月

までの 1 年間の地上 10m の気象データ）を使用した。評価に使

用した気象データは近年の気象データ（ 2010 年度～ 2019 年度の

10 年間）による異常年検定を行い，異常がないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の更新  
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 2． 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく  

 

(中略 ) 

 

（ 3）線量評価結果  

粒子状放射性物質の放出による周辺公衆の実効線量の評価結

果を表 3－ 5 に示す。  

1 号及び 2 号炉の粒子状放射性物質による実効線量の最大値

は， 4 号排気筒の西北西約 910m の周辺監視区域境界において，

合計値約 2.5×10−2  μSv／ y~約 4.2 μSv／ y となる。（第 2 段階対

象設備の全てを 1 年間で解体撤去するとした時の評価値。）  

この値は，廃止措置の基本方針としている「原子炉設置許可申

請書」に記載の値約 12μSv／ y（ 1 号及び 2 号炉からの放射性希

ガスの γ 線に起因する実効線量）を下回る。  

放射性気体廃棄物の放出にあたっては，放射性気体廃棄物によ

る周辺公衆の影響が約 12μ Sv／ y を下回るようにする。放射性気

体廃棄物の放出経路の排気口への切替完了までは排気筒におい

て，放射性気体廃棄物の放出経路の排気口への切替完了後は新た

に設ける排気口において粒子状放射性物質を測定し，「線量告示」

に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないよ

うにするとともに，放出管理目標値を設定し，これを超えないよ

うに努める。  

第 2 段階中の放出管理目標値は，粒子状放射性物質の環境への

放出量の変動を考慮し， 1 号及び 2 号炉合計 3.7×108  Bq／ y（Co-

60）と設定する。  

 

2． 2． 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく  

 

(中略 ) 

 

（ 3）線量評価結果  

粒子状放射性物質の放出による周辺公衆の実効線量の評価結

果を表 3－ 5 に示す。  

1 号及び 2 号炉の粒子状放射性物質による実効線量の最大値

は， 4 号排気筒の西北西約 910m の周辺監視区域境界において，

合計値約 3.3×10−1  μSv／ y~約 6.1 μSv／ y となる。（第 2 段階対

象設備の全てを 1 年間で解体撤去するとした時の評価値。）  

この値は，廃止措置の基本方針としている「原子炉設置許可申

請書」に記載の値約 12μSv／ y（ 1 号及び 2 号炉からの放射性希

ガスの γ 線に起因する実効線量）を下回る。  

放射性気体廃棄物の放出にあたっては，放射性気体廃棄物によ

る周辺公衆の影響が約 12μ Sv／ y を下回るようにする。放射性気

体廃棄物の放出経路の排気口への切替完了までは排気筒におい

て，放射性気体廃棄物の放出経路の排気口への切替完了後は新た

に設ける排気口において粒子状放射性物質を測定し，「線量告示」

に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないよ

うにするとともに，放出管理目標値を設定し，これを超えないよ

うに努める。  

第 2 段階中の放出管理目標値は，粒子状放射性物質の環境への

放出量の変動を考慮し， 1 号及び 2 号炉合計 5.0×108  Bq／ y（Co-

60）と設定する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（ 熱 的 切 断 対 象 の

拡張および被ばく

評価結果等の反

映 ） 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 2． 3 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の評価結果  

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物による周辺監視区域境

界外における年間実効線量の評価結果を表 3－ 6 に示す。 1 号及び

2 号炉は全ての燃料の搬出を完了していることから 1 号及び 2 号炉

からの希ガス，よう素の発生はないとし，1 号，2 号，3 号，4 号及

び 5 号並びに廃棄物減容処理装置建屋による年間実効線量は，約

32 μSv／ y となる。（ 1 号及び 2 号炉からの年間実効線量は約 15 μ

Sv／ y）  

この値は，廃止措置の基本方針としている「原子炉設置許可申請

書」に記載の値約 41 μSv／ y（ 1 号，2 号，3 号，4 号及び 5 号炉並

びに廃棄物減容処理装置建屋からの実効線量の合計値）を下回る。 

 

2． 2． 3 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の評価結果  

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物による周辺監視区域境

界外における年間実効線量の評価結果を表 3－ 6 に示す。 1 号及び

2 号炉は全ての燃料の搬出を完了していることから 1 号及び 2 号炉

からの希ガス，よう素の発生はないとし，1 号，2 号，3 号，4 号及

び 5 号並びに廃棄物減容処理装置建屋による年間実効線量は，約

34 μSv／ y となる。（ 1 号及び 2 号炉からの年間実効線量は約 17 μ

Sv／ y）  

この値は，廃止措置の基本方針としている「原子炉設置許可申請

書」に記載の値約 41 μSv／ y（ 1 号，2 号，3 号，4 号及び 5 号炉並

びに廃棄物減容処理装置建屋からの実効線量の合計値）を下回る。 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ） 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 2． 4 直接線及びスカイシャイン線による周辺公衆の被ばく評価  

第 2 段階中は，既存の建屋及び構築物等を維持しながら，廃止措

置対象施設内において原子炉領域を除く供用を終了した設備の解

体撤去工事を行う。  

系統除染等に伴い発生する放射性廃棄物は，当該原子炉建家内の

燃料プール冷却浄化系粉末樹脂貯蔵タンク，燃料プール系粉末樹脂

貯蔵槽，雑固体廃棄物保管室（ 1 号，2 号，3 号，4 号及び 5 号炉共

用），サイトバンカ（ 1 号， 2 号， 3 号， 4 号及び 5 号炉共用）等の

原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた廃棄施設に許容

量以下を貯蔵保管し，安全確保のために必要な機能を維持すること

から，直接線及びスカイシャイン線への影響は無視する。  

第 2 段階中に解体した機器等のうち，放射性物質として扱う必要

のないものは，「原子炉等規制法」に定める所定の手続き及び確認

を経て施設から搬出する。  

放射性固体廃棄物は，放射性物質が飛散しないような措置を講じ

てタービン建家内及び原子炉建家内に設ける保管区域に貯蔵保管

するか，又は固体廃棄物貯蔵庫等の既存の設備内に貯蔵保管する。

第 2 段階中に解体撤去する機器の表面線量当量率は，保管区域の運

転中の雰囲気線量当量率と比べて低いことから，保管区域での貯蔵

保管にあたっては，直接線量及びスカイシャイン線量は，  「 2．1．

4 直接線及びスカイシャイン線による周辺公衆の被ばく評価」の

表 3－ 2 に示す 1 号及び 2 号炉原子炉運転中の評価値を超えること

はない。  

 

2． 2． 4 直接線及びスカイシャイン線による周辺公衆の被ばく評価  

第 2 段階中は，既存の建屋及び構築物等を維持しながら，廃止措

置対象施設内において原子炉領域を除く供用を終了した設備の解

体撤去工事を行う。  

系統除染等に伴い発生する放射性廃棄物は，当該原子炉建家内の

燃料プール冷却浄化系粉末樹脂貯蔵タンク，燃料プール系粉末樹脂

貯蔵槽，雑固体廃棄物保管室（ 1 号，2 号，3 号，4 号及び 5 号炉共

用），サイトバンカ（ 1 号， 2 号， 3 号， 4 号及び 5 号炉共用）等の

原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた廃棄施設に許容

量以下を貯蔵保管し，安全確保のために必要な機能を維持すること

から，直接線及びスカイシャイン線への影響は無視する。  

第 2 段階中に解体した機器等のうち，放射性物質として扱う必要

のないものは，「原子炉等規制法」に定める所定の手続き及び確認

を経て施設から搬出する。  

放射性固体廃棄物は，放射性物質が飛散しないような措置を講じ

てタービン建家内及び原子炉建家内に設ける保管区域に貯蔵保管

するか，又は固体廃棄物貯蔵庫等の既存の設備内に貯蔵保管する。

第 2 段階中に解体撤去する機器の表面線量当量率を考慮し，解体撤

去に伴い発生する解体撤去物を保管する保管区域からの直接線及

びスカイシャイン線による周辺公衆の線量を評価する。評価結果を

表 3－ 7 に示す。  

第 2 段階中に浜岡原子力発電所からの直接線量及びスカイシャ

イン線量の合計が周辺監視区域境界外で最大となるのは，5 号炉タ

ービン建屋から東南東約 175m に位置する地点であり，その空気カ

ーマは約 41μGy／ y となる。  

この値は，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公

衆の線量評価について」に示される「 50μGy／ y 程度」を下回る。

（なお，1 号及び 2 号炉の原子炉運転中における廃止措置対象施設

からの直接線及びスカイシャイン線量の合計の最大値は，1 号炉タ

ービン建家から北北東約 350m の周辺監視区域境界において約 21

μGy／ y である。また，第 2 段階対象設備のうち汚染設備の解体撤

去工事の実施期間中における，廃止措置対象施設からの直接線及び

スカイシャイン線量の合計の最大値は，1 号炉タービン建家から北

北東約 350m の周辺監視区域境界において約 4.8μGy／ y である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予 定 区 域 の追 加

に伴 う被 ばく評 価

結果等の反映 ）  
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変  更  前  変  更  後  理   由  

3 放射線業務従事者の被ばく評価  

3． 1 第 2 段階中  

第 2 段階中における放射線業務従事者の総被ばく線量は，各建屋

の設備の解体撤去工事における人工数を想定し，作業場所の代表雰囲

気線量当量率を乗じることにより評価する。作業場所の代表雰囲気線

量当量率は，平成 26 年 12 月時点の測定データとする。  

評価の結果，第 2 段階中に想定する施設の解体撤去工事における

放射線業務従事者の総被ばく線量は， 1 号及び 2 号炉でそれぞれ約

1.5 人・ Sv／ y を下回る見込みであると評価した。  

内部被ばくは，「五  廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施

設及びその解体の方法」の「 4． 2 放射線従事者の被ばく低減対策」

に記載した汚染拡大防止対策やマスク等の防護具の着用等により防

止する。  

 

3 放射線業務従事者の被ばく評価  

3． 1 第 2 段階中  

第 2 段階中における放射線業務従事者の総被ばく線量は，各建屋

の設備の解体撤去工事における人工数を想定し，作業場所の代表雰囲

気線量当量率を乗じることにより評価する。作業場所の代表雰囲気線

量当量率は，平成 26 年 12 月時点又は令和 4 年 8 月時点の測定デー

タとする。  

評価の結果，第 2 段階中に想定する施設の解体撤去工事における

放射線業務従事者の総被ばく線量は， 1 号及び 2 号炉でそれぞれ約

1.5 人・ Sv／ y を下回る見込みであると評価した。  

内部被ばくは，「五  廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施

設及びその解体の方法」の「 4． 2 放射線従事者の被ばく低減対策」

に記載した汚染拡大防止対策やマスク等の防護具の着用等により防

止する。  

 

 

 

 

 

 

・評価条件の更新  
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変  更  前  変  更  後  理   由  
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変  更  前  変  更  後  理   由  

   

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ） 
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変  更  前  変  更  後  理   由  
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拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反
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変  更  前  変  更  後  理   由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ） 
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・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（保 管区域の設定

予 定 区 域 の追 加

に伴 う被 ばく評 価

結果等の反映 ）  
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添付書類四 廃止措置中の過失，機械又は装置の故障，地震，火災等があつ

た場合に発生すると想定される事故の種類，程度，影響等に

関する説明書 

 

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変

更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2 第 2 段階中  

2． 1 事故時における周辺公衆の被ばく評価  

第 2 段階中の事故時における発電所周辺公衆の被ばく評価は，旧

原子力安全委員会指針「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考

え方」に基づき，想定する起因事象から放射性物質の放出量が最大で

ある事故を想定し，旧原子力安全委員会指針「発電用原子炉施設の安

全解析に関する気象指針」の拡散式を用いて，放射性物質の放出量を

算出した上で，放出放射性物質に起因する実効線量を評価する。  

評価にあたっては，以下を考慮する。  

・旧原子力安全委員会指針「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標

値に対する評価指針」  

・旧原子炉安全基準専門部会報告書「発電用軽水型原子炉施設の安全

審査における一般公衆の線量評価について」  

・「学会標準 2009」  

 

第 1 段階中に実施した汚染状況の調査結果「添付書類五  核燃料

物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書」及び第 2 段

階における解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質を考慮す

る。  

 

2 第 2 段階中  

2． 1 事故時における周辺公衆の被ばく評価  

第 2 段階中の事故時における発電所周辺公衆の被ばく評価は，旧原

子力安全委員会指針「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え

方」に基づき，想定する起因事象から放射性物質の放出量が最大であ

る事故を想定し，旧原子力安全委員会指針「発電用原子炉施設の安全

解析に関する気象指針」の拡散式を用いて，放射性物質の放出量を算

出した上で，放出放射性物質に起因する実効線量を評価する。  

評価にあたっては，以下を考慮する。  

・旧原子力安全委員会指針「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標

値に対する評価指針」  

・旧原子炉安全基準専門部会報告書「発電用軽水型原子炉施設の安全

審査における一般公衆の線量評価について」  

・「学会標準 2009」  

 

第 1 段階中に実施した汚染状況の調査結果「添付書類五  核燃料物

質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書」及び第 2 段階

における解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質（ガス状の放

射性物質を含む）を考慮する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ） 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 2 事故の想定  

 

(中略 ) 

 

（ 2）爆発  

「汚染設備」の解体撤去工事では，機械的切断を基本とすること

から，熱的切断で使用するガスによる爆発は起因事象として想定し

ない。  

 

2． 2 事故の想定  

 

(中略 ) 

 

（ 2）爆発  

①  汚染拡大防止囲いフィルタの破損  

原子炉領域周辺設備のうち，「汚染設備」の解体撤去工事におい

て発生した粒子状放射性物質が蓄積した汚染拡大防止囲いフィル

タが爆発により破損し，付着している粒子状放射性物質の全量が瞬

時に作業環境中に飛散し，換気設備を通過して大気中に放出される

場合を想定する。  

 

②  建屋排気フィルタの破損  

原子炉領域周辺設備のうち，「汚染設備」の解体撤去工事におい

て発生した粒子状放射性物質が，汚染拡大防止囲いから漏えい又は

汚染拡大防止囲いフィルタを通過して建屋排気フィルタに蓄積し，

粒子状放射性物質が蓄積した建屋排気フィルタが，爆発により破損

し，付着している粒子状放射性物質の全量が瞬時に大気中に放出さ

れる場合を想定する。  

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ） 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 2 事故の想定  

 

(中略 ) 

 

（ 9）地震  

「原子炉設置許可申請書」に記載の耐震設計を考慮している原子

炉施設 (建屋及び設備 )のうち必要な機能を必要とする期間継続し

て維持管理すること，第 1 段階中に 1 号及び 2 号炉から，全ての燃

料の搬出を完了したことから，地震が周辺公衆の被ばくに大きな影

響を与える事故の誘因となることはないため，起因事象として想定

しない。  

 

以上から，「（ 1）火災」，「（ 4）動的機器の機能停止」，「（ 5）弁の

誤開閉」，「（ 6）異常切断」及び「（ 7）外部電源の喪失」の事象が想

定できる。しかし，「（ 4）動的機器の機能停止」，「（ 5）弁の誤開閉」，

「（ 6）異常切断」及び「（ 7）外部電源の喪失」の事象は，事故が発

生した時点で作業を中断することにより，粒子状放射性物質の大気

放出を制限できるため，放出源となる放射性物質の移動・挙動が同

一になる「（ 1）火災」の「①汚染拡大防止囲いフィルタの破損」に

包絡される。  

「（ 1）火災」のうち，  「①汚染拡大防止囲いフィルタの破損」

では，火災によって作業環境中に放出された粒子状放射性物質は，

建屋排気フィルタを通して大気に放出されることから「②建屋排気

フィルタの破損」に包絡される。したがって，最も影響の大きい事

故として「②建屋排気フィルタの破損」を選定する。  

 

2． 2 事故の想定  

 

(中略 ) 

 

（ 9）地震  

「原子炉設置許可申請書」に記載の耐震設計を考慮している原子

炉施設 (建屋及び設備 )のうち必要な機能を必要とする期間継続し

て維持管理すること，第 1 段階中に 1 号及び 2 号炉から，全ての燃

料の搬出を完了したことから，地震が周辺公衆の被ばくに大きな影

響を与える事故の誘因となることはないため，起因事象として想定

しない。  

 

以上から，「（ 1）火災」，「（ 2）爆発」，「（ 4）動的機器の機能停止」，

「（ 5）弁の誤開閉」，「（ 6）異常切断」及び「（ 7）外部電源の喪失」

の事象が想定できる。しかし，「（ 4）動的機器の機能停止」，「（ 5）

弁の誤開閉」，「（ 6）異常切断」及び「（ 7）外部電源の喪失」の事象

は，事故が発生した時点で作業を中断することにより，粒子状放射

性物質の大気放出を制限できるため，放出源となる放射性物質の移

動・挙動が同一になる「（ 1）火災」の「①汚染拡大防止囲いフィル

タの破損」に包絡される。  

また，「（ 2）爆発」の「①汚染拡大防止囲いフィルタの破損」お

よび「②建屋排気フィルタの破損」事象は，放出源となる放射性物

質の移動・挙動が同一になる「（ 1）火災」の「①汚染拡大防止囲い

フィルタの破損」および「②建屋排気フィルタの破損」に包絡され

る。  

さらに，「（ 1）火災」のうち，「①汚染拡大防止囲いフィルタの破

損」では，火災によって作業環境中に放出された粒子状放射性物質

は，建屋排気フィルタを通して大気に放出されることから「②建屋

排気フィルタの破損」に包絡される。したがって，最も影響の大き

い事故として「②建屋排気フィルタの破損」を選定する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ） 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 3． 1 粒子状放射性物質の大気中への放出量  

 

(中略 ) 

 

（ 2）評価結果  

上記の前提条件に基づいて計算した粒子状放射性物質の大気

中への放出量は表 4－ 4 のとおり 2 号炉約 1.1×10 1 0  Bq となる。  

 

2． 3． 1 粒子状放射性物質の大気中への放出量  

 

(中略 ) 

 

（ 2）評価結果  

上記の前提条件に基づいて計算した粒子状放射性物質の大気

中への放出量は表 4－ 4 のとおり 2 号炉約 1.4×10 1 0  Bq となる。  

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 3． 2 線量の評価  

（ 1）評価方法  

「添付書類三  廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説

明書」に記載したとおり，1 号及び 2 号炉の放出は同一位置とし，

気象データは  ，「原子炉設置許可申請書  添付書類六」に従い観

測した敷地内における気象観測値（ 2009 年 4 月から 2010 年 3 月

までの 1 年間の地上 10m（標高 20m）の気象データ）を使用し

た。評価に使用した気象データは近年の気象データ（ 2003 年～

2008 年及び 2010 年～ 2013 年の 10 年間）による異常年検定を行

い，異常がないことを確認した。粒子状放射性物質による線量評

価に用いる相対濃度 (χ／Q)と相対線量 (D／Q)は，「発電用原子炉

施設の安全解析に関する気象指針」に示された方法に従って求め

たものを用いる。地上放散，放出源の有効高さを 0m，実効的な

放出継続時間を 1 時間として， 16 方位のうち海側方位を除く 9

方位の着目地点に対して，相対濃度 (χ／Q)及び相対線量 (D／Q)を

求め，年間累積出現頻度が 97％に相当する値のうち，最大となる

値を評価に用いる。放出源の有効高さ 0m の条件で，相対濃度 (χ

／Q)は，主排気ダクト排気口の東方位約 770m 地点で最大となり

約 6.9×10－ 4  s／m3，相対線量 (D／Q)は，主排気ダクト排気口の

東方位約 770m 地点で最大となり 2.7×10－ 1 8  Gy／ (MeV･Bq)であ

る。  

 

2． 3． 2 線量の評価  

（ 1）評価方法  

「添付書類三  廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する

説明書」に記載したとおり， 1 号及び 2 号炉の放出は同一位置と

し，気象データは  ，「原子炉設置許可申請書  添付書類六」に従

い観測した敷地内における気象観測値（ 2009 年 4 月から 2010 年

3 月までの 1 年間の地上 10m（標高 20m）の気象データ）を使用

した。評価に使用した気象データは近年の気象データ（ 2010 年度

～ 2019 年度の 10 年間）による異常年検定を行い，異常がないこ

とを確認した。粒子状放射性物質による線量評価に用いる相対濃

度 (χ／Q)と相対線量 (D／Q)は，「発電用原子炉施設の安全解析に

関する気象指針」に示された方法に従って求めたものを用いる。

地上放散，放出源の有効高さを 0m，実効的な放出継続時間を 1

時間として， 16 方位のうち海側方位を除く 9 方位の着目地点に

対して，相対濃度 (χ／Q)及び相対線量 (D／Q)を求め，年間累積出

現頻度が 97％に相当する値のうち，最大となる値を評価に用い

る。放出源の有効高さ 0m の条件で，相対濃度 (χ／Q)は，主排気

ダクト排気口の東方位約 770m 地点で最大となり約 6.9×10－ 4  s

／m3，相対線量 (D／Q)は，主排気ダクト排気口の東方位約 770m

地点で最大となり 2.7×10－ 1 8  Gy／ (MeV･Bq)である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の更新  
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変  更  前  変  更  後  理   由  

2． 3． 2 線量の評価  

 

(中略 ) 

 

（ 2）評価結果  

上記の評価方法に基づき周辺監視区域境界外の実効線量を評

価した結果を表 4－ 5 に示す。最大の実効線量は， 2 号炉で約 8.6

×10－ 2  mSv であり，旧原子力安全委員会指針「発電用軽水型原

子炉施設の安全評価に関する審査指針」に記載された事故時評価

の判断基準である 5mSv を下回る。なお，評価対象核種としてそ

れぞれの被ばく経路ごとに実効線量へ大きく（ 90％以上）寄与す

る核種以外の残り 10％に相当する核種の寄与分を考慮して 1.2

倍しても 2 号炉で約 1.1×10－ 1  mSv であり， 5mSv を下回る。  

 

2． 3． 2 線量の評価  

 

(中略 ) 

 

（ 2）評価結果  

上記の評価方法に基づき周辺監視区域境界外の実効線量を評

価した結果を表 4－ 5 に示す。最大の実効線量は， 2 号炉で約 1.1

×10－ 1  mSv であり，旧原子力安全委員会指針「発電用軽水型原

子炉施設の安全評価に関する審査指針」に記載された事故時評価

の判断基準である 5mSv を下回る。なお，評価対象核種としてそ

れぞれの被ばく経路ごとに実効線量へ大きく（ 90％以上）寄与す

る核種以外の残り 10％に相当する核種の寄与分を考慮して 1.2

倍しても 2 号炉で約 1.3×10－ 1  mSv であり， 5mSv を下回る。  

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  
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変  更  前  変  更  後  理   由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  
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変  更  前  変  更  後  理   由  

 
  

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  
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変  更  前  変  更  後  理   由  

 
  

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（熱 的切断対象の

拡 張 および被 ばく

評 価 結 果 等 の反

映 ）  
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添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 

 

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変

更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（第 2 段階対象設

備および工事方法

等の追加 ）  
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変  更  前  変  更  後  理   由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（第 2 段階対象設

備および工事方法

等の追加 ）  

 



 

浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類五】 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 

6
8

 

変  更  前  変  更  後  理   由  

 

 

 

 

 

 

 

 

・原 子 炉 領 域 周 辺

設 備 の解 体 撤 去

計画の変更  

（第 2 段階対象設

備および工事方法

等の追加 ）  
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添付書類七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関す

る説明書 

 

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変

更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 
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変  更  前  変  更  後  理   由  

添付書類 七  

 

廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書  

添付書類 七  

 

廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する

説明書  

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（法 令 等 の変更 に

伴う変更 ）  

 


